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　創業に必要な基礎的な知識やマーケティング戦略に
ついて学ぶことができるセミナーを開催します。
■時① 10月 4 日・② 11日・③ 18日・
④ 25日／⑤ 11月１日・⑥８日
※いずれも金曜日の午後６時～８時
／１日のみの参加も可能。
■所土手町コミュニティパーク1階多目的ホール
■対創業に興味のある人、創業予定の人、創業後間もな
い人＝各日20人（先着順）　
■料①の交流会参加希望者のみ3,000円
■申申し込みフォームか電話かE メール
（住所・氏名・年齢・性別・電話番号を
記入）で。
■問ひろさきビジネス支援センター（☎32-0770、
■E hbsc@jongara.net）

■時 11月 23日㈯㈷・24日㈰
■所中央公民館岩木館・岩木文化センター「あそべーる」
（いずれも賀田１丁目）

①ふろしき市
　ふろしき１枚分（２㎡程度）で行うフリーマーケット。
■対１人１区画＝20人（先着順）　■料１日 500円

②屋外出店
　野菜や果物などを販売する人を募集します。
■申 11月 19日㈫までに、電話で相談を。

③作品展示
　絵画や手芸など、なんでもOKな発表の場です。
作品 搬 入 11月 20日㈬～22日㈮
の午前９時～午後３時

④芸能発表
10分以内で演技できるものを募集します。
■時 11月 24日㈰、午前10時～午後３時
■申 10月 10日㈭～25日㈮に、電話で。
■問岩木文化祭運営委員会（中央公民館岩木館内、☎
82-3214、午前９時～午後５時）

「あおもりバリューアップコミュニティ」の参加者
などが、リアルで交流を行うMEET UP イベントを
開催します。

まちづくり

創業・起業セミナー

2024 岩木文化祭出店者・参加者募集

～あおもりバリューアップコミュニティ
MEET UP～

■時 10月 23日㈬、午後5時～ 7時
■所弘前大学文京キャンパスオープンイノベーションプ
ラザ
■対起業を目指す人、起業している人、起業を支援した
い人、学生（15歳以上）＝30人　　
■内産学官金によるスタートアップ・起業支援の取り組
み紹介、参加者による交流会　■申 10 月
18日㈮までに、申し込みフォームで。
■問㈱あおもり創生パートナーズ（赤石さ
ん・工藤さん、☎017-774-1390）

■時 10 月 26 日㈯、午前 10 時 30 分
～正午（小雨決行）
■所岩木山総合公園（百沢字裾野）付近
■内オオヤマザクラの植樹＝ 10本程度（家族・団体の
場合は１家族または１団体１本）
※植樹者名などを記載したプレートを後日設置。
■申 10月 15日（火・必着）までに、はがきかファク
スか Eメール（個人または代表者の住所・氏名・電
話番号を記入）で。
※応募多数の場合は抽選の上、10月 17日㈭以降に
結果を通知します。

「岩木山の桜並木」の苗木への協賛金を募集
　地域振興や地域資源保護のためにオオヤマザクラの
補植を実施しています。現在、資材高騰により、まと
まった植栽が難しいため、この取り組みに賛同してい
ただける人は、ご協力をお願いします。
■料一口＝ 5万円・1万円・5,000 円の 3種類（口数
の制限はありません）
■申申込用紙に必要事項を記入の上、窓口か郵送へ。
■問岩木みらい協議会事務局（岩木総合支
所総務課内、〒036-1393、賀田１丁目
１の１、☎82-1621、■F 82-3118、
■E soumu-i ＠ city.hirosaki.lg.jp）

～あおもりで始める私 in弘前～
先輩起業家のお話＆創業希望者交流会

ビジネスコミュニティAomori
～なかまをつくってみよう！～

　創業にあたっての不安や悩みを相
談したい、自分の取り組みを発信し
たい、周りからアイディアを得たい人の参加をお待ち
しています。
■時 10月26日㈯、午後１時30分～３時
■所 HIROSAKI ORANDO GALLERY（百石町）
■対女性＝15人（先着順）
■申開催日の5日前までに、申込用紙に
必要事項を記入の上、申し込みフォー
ムかＦＡＸかEメールで。

「世界一の桜並木」植樹会を開催

■問㈱ I・M・S（☎32-5801、■F 88-6421、■E aomori.
mentor@gmail.com）

■時 10月９日㈬・21日㈪の午後１時
30分～４時30分
■所ヒロロ（駅前町）４階市民文化交流
館ホール
■対 20人程度　参 加 企 業 数３社以上
■申当日までに、窓口か電話かホームページで。
※ハローワークに未登録の人も参加可能／雇用保険受
給者は求職活動実績の対象になるため、雇用保険受給
資格者証の持参を／UJI ターン求職者を対象とした、
webでの面談ができます（開催日の７日前までの申
し込みが必要）。
■問㈱Ｉ・Ｍ・Ｓ（弘前就労支援センター内、ヒロロ３
階、☎55-5608）

■時① 10月 16日㈬、午後２時～３時
30分／② 23日㈬、午前10時～ 11時
■所①ヒロロ（駅前町）３階多世代交流室 2／②多世
代交流室1
■内①「就活に役立つ！ヘア＆メイクセミナー」／②「債
務について考えましょう」　■申①は 10月 9日㈬、②
は10月 16日㈬までに、窓口か電話で。
■問ひろさき生活・仕事応援センター（就労自立支援室
内、ヒロロ３階、☎36-3776）

■時 10 月 21 日・11 月 18 日・12 月 16 日・令和７
年１月20日・２月17日・３月17日
※いずれも月曜日の午後１時～４時
■所弘前就労支援センター（ヒロロ〈駅前町〉３階）
■申窓口か電話かEメールで。
■問（公社）青森県看護協会青森県ナースセンター（青
森市中央３丁目、☎ 017-723-4580、■E aomori
＠nurse-center.net、㈪～㈮の午前９時～午後４時）

■時 11月１日㈮、午後９時30分～午後５時
■所黒石消防署（黒石市追子野木１丁目）２階大会議室
■対乙種第４類危険物取扱者試験受験予定者
■料 2,000 円（弘前地区消防防災協会加入事業所は
1,000円）　■申 10月１日㈫～25日㈮に、消防本部
予防課または最寄りの消防署、分署へ。
■問消防本部予防課（本町、☎32-5104）

就労・資格

求人説明会・ミニ面接会

就労準備セミナー

「看護のお仕事移動相談」を開催

危険物取扱者試験事前講習会

就労・資格まちづくり安全・生活・環境・防災

　この季節は日増しに寒くなり、暖房器
具を取り扱う機会が多くなります。尊い
命や貴重な財産を火災から守るため、あらかじめ暖
房器具の点検をお願いします。
　また、住宅用火災警報器を設置していない家庭は早
めの設置をお願いします。「住宅防火いのちを守る
10のポイント（４つの習慣・６つの対策）」を実行し、
自分の家は自分で守るよう心掛けましょう。
４ つ の 習 慣
①寝たばこは絶対にしない、させない。
②ストーブの周りに燃えやすいものを置かない。
③こんろを使うときは火のそばを離れない。
④コンセントはほこりを清掃し、不必要なプラグは抜く。
６ つ の 対 策
①火災の発生を防ぐために、ストーブやこんろなどは
安全装置の付いた機器を使用する。
②火災の早期発見のために、住宅用火災警報器を定期
的に点検し、10年を目安に交換する。
③火災の拡大を防ぐために、部屋を整理整頓し、寝具、
衣類およびカーテンは、防炎品を使用する。
④火災を小さいうちに消すために、消火器などを設置
し、使い方を確認しておく。
⑤お年寄りや身体の不自由な人は、避難経路と避難方
法を常に確保し、備えておく。
⑥防火防災訓練への参加、戸別訪問などにより、地域
ぐるみの防火対策を行う。
■問消防本部予防課（本町、☎32-5104）／最寄りの
消防署、分署

10月 21日㈪～27日㈰は秋の火災予防運動
「守りたい 未来があるから 火の用心」

不正軽油は犯罪です！
不正軽油とは、脱税を目的として、事前に県

の承認を得ないで軽油に重油や灯油を混ぜ、軽
油と偽って販売、使用されているものです。不
正軽油を製造、販売、使用した場合は、重い罰
則が適用されます。
　県では、不正軽油を防止するため、路上での
燃料抜取調査や各事業所への訪問調査を実施し
ていますので、調査にご協力をお願いします。
また、不正軽油の製造、販売および使用に関す
る情報がありましたら、以下の連絡先までお知
らせください。
■問 県税務課「不正軽油110番」（☎
017-734-9066）／中南地域県民
局県税部（☎32-4341）

は秋の火災予防運動
「守りたい 未来があるから 火の用心」




